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長沼町議会議長  平 井 儀 一  様 



過疎対策の継続支援を求める意見書 

 

長沼町の過疎対策については、国の４次にわたる総合的な過疎対

策事業による、過疎対策事業債や国庫補助率のかさ上げなどの財政

支援策を有効に活用し、基幹産業である農業生産基盤の強化、各産

業の担い手育成、生活基盤である交通・情報通信の整備、地域医

療・福祉施策の充実、教育機会の確保など、各分野において、地域

が抱える様々な課題の解消に向けた取組を進め、近年は魅力のある

町、住み良い町として、人口減少が穏やかに推移するなど過疎対策

の成果が出始めています。 

しかしながら、人口減少・少子高齢化に歯止めがかからず、多く

の集落が消滅の危機に瀕するほか、医師及び看護師等の不足、生

活・生産基盤の弱体化が進み、依然として深刻な状況にあり、現在、

総合振興計画に掲げる「ひと・緑がかがやく田園と交流のまち」を

理念に、国営土地改良事業等の生産基盤や教育施設、観光交流施設

の整備、移住定住等のソフト施策など、国の過疎対策を力に鋭意推

進しているところです。 

国については、令和３年３月末をもって失効する「過疎地域自立

促進特別措置法」に代わる新たな過疎対策法の制定に向けての検討

が行われていますが、その考えにおいては、人口減少率等が一定の

基準を満たさない市町村は、たとえ小規模であっても過疎法の適用

を除外するとされています。 

正に「疎」である我が地域は、豊かな自然や歴史・文化を有する

国民のふるさとであり、都市に食料や水資源の供給、自然環境の保

全と癒しの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に

貢献するなどの多面的・公共的機能を担っています。 

我が町に住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域とし

て維持されることは、同時に、都市を含めた国民全体の安心・安全

な生活の営みに寄与するものであり、そのためには、国の過疎対策

による支援は欠くことができないものです。 



折しも全国で新型コロナウイルス感染症が拡大し、その影響によ

り地域の経済が疲弊するとともに、今後の地方税の減収も予想され

ています。この難局を乗り越えるべく、町民が一丸となって地域の

活性化に向け力を尽くしているところであり、国については、新た

な過疎対策法の制定に当たり、長沼町を継続指定されるよう強く要

望するとともに、過疎指定がかなわない場合には、現行の過疎法制

定時の内容よりも拡充した経過措置を講じられるよう、併せて切に

要望します。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

令和２年１１月２７日 

 

 

長沼町議会議長  平 井 儀 一 
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